
【歳入】　地方消費税交付金（社会保障財源分） 143,000 千円

【歳出】　社会保障施策に要する経費 1,889,553 千円

【歳出内訳及び充当状況】 単位：千円

うち
社会保障
財 源 分

総合福祉事業
（保健福祉センター運営費など）

96,112 2,436 0 7,870 85,806 9,954

高齢者福祉事業
（老人保護措置費など）

54,082 987 0 9,548 43,547 5,051

障がい者福祉事業
（自立支援給付費など）

399,945 283,891 0 33 116,021 13,459

児童福祉事業
（保育施設運営費など）

678,651 195,289 0 25,980 457,382 53,058

計 1,228,790 482,603 0 43,431 702,756 81,522

国民健康保険事業 106,271 46,011 0 0 60,260 6,990

後期高齢者医療保険事業 226,822 36,925 0 0 189,897 22,029

介護保険事業 205,459 8,931 0 0 196,528 22,798

計 538,552 91,867 0 0 446,685 51,817

医療給付事業
（障がい者医療費給付など）

39,668 17,348 0 2,549 19,771 2,294

地域医療事業
（医療機関運営費助成など）

10,425 1,500 0 0 8,925 1,035

保健予防・検診事業
（予防接種・がん検診など）

57,780 1,352 0 14,520 41,908 4,861

母子保健事業
（妊産婦健康診査など）

14,338 1,649 0 10 12,679 1,471

計 122,211 21,849 0 17,079 83,283 9,661

1,889,553 596,319 0 60,510 1,232,724 143,000
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上記は令和７年度清水町一般会計当初予算ベースによる充当状況である。

令和７年度地方消費税交付金（社会保障財源分）の充当状況について

　平成２６年４月１日から施行された消費税率の引上げに伴う地方消費税交付金の増額分については、社会保障施策に要
する経費に充てるものとされています。
　令和７年度清水町一般会計予算における地方消費税交付金（社会保障財源分）に係る社会保障施策に要する経費への充
当状況は次のとおりです。
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